
 

令和３年４月２１日 
 
保護者 様 

 
千葉県立船橋古和釜高等学校 

校 長   秋 葉  美 浩 
 

４月２２日（木）以降の時程等について（お知らせ） 
 

陽春の候、保護者の皆様におかれましては、御清祥のこととお喜び申し上げます。日頃より 

本校の教育活動に御理解・御支援を賜り感謝申し上げます。 

この度、国が本県等に対し、まん延防止等重点措置の適用を決定しました。これにより本県に

おいても４月２０日から５月１１日まで市川市、船橋市、松戸市、柏市及び浦安市を対象区域と

し必要な措置を講じることとしました。こうした状況を踏まえた上で、県教育委員会ではまん延

防止等重点措置の適用期間中については、対象地域であるか否かにかかわらず「新型コロナウイ

ルス感染症 学校における感染対策ガイドライン」による感染防止対策を万全にした上で学校

運営を継続するものとしました。 

つきましては、本校ではこの通知の内容を受け、年度当初にお知らせした時程等を下記のよう

に変更し、教育活動を進めてまいります。 
 

記 

１ 時程変更等の期間 

  令和３年４月２２日（木）～令和３年５月１１日（火） 

 

２ 時差登校について 

  ９時登校 ４５分授業（詳細は裏面） 

 

３ 校外学習等について 

県外への旅行等は行わない。 
 
４ 部活動について 

練習試合等での県外遠征及び宿泊を伴う県内外への遠征は行わない。 

 
５ その他 

（１）上記の変更以外は現在の教育活動を継続します。 

（２）まん延防止等重点措置の適用期間が延長された場合又は別の措置を講じることになっ

た場合は再度検討します。 

（３）校内における感染予防対策については継続して行います。大変お手数ではありますが、

御家庭での検温・風邪症状の確認、マスクの着用、タオル等の持参（手洗いの励行）に引

き続き御協力願います。 
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